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１．団体区分別ラスパイレス指数

① 令和７年４月１日時点の県内市町村平均のラスパイレス指数は、９６．３

（対前年比０．４ポイント増）となっています。

② 団体区分別でみると、市平均で９６．６（対前年比０．４ポイント増）、町村

平均で９５．５（対前年比０．３ポイント増）となっています。

③ 全国平均と県内市町村平均を比較すると、市について２．１ポイント、町村

について１．２ポイントといずれも全国平均を下回り、低い水準となっています。
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２．ラスパイレス指数の分布状況

令和７年４月１日時点において、県内４１全市町村でラスパイレス指数は１００
未満となっています。

各年４月１日時点

100以上105未満 0 0 0 0 0 0 0

95以上100未満 23 24 24 24 26 3 2

90以上95未満 15 13 13 13 12 △ 3 △ 1

85以上90未満 1 3 3 2 2 1 0

85未満 2 1 1 2 1 △ 1 △ 1

県内市町村計 41 41 41 41 41

令和７年令和６年令和３年

第２表　県内市町村のラスパイレス指数の分布状況（一般行政職）

増　　減

区　分 令和５年
R3年→R7年 R6年→R7年

令和４年

3



３．団体別ラスパイレス指数の状況

県内市町村のラスパイレス指数は、

高い団体から順に１位 北中城村、南風原町、３位 南城市、

低い団体から順に１位 多良間村、２位 南大東村、３位 与那国町

となっています。
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○ 地方公務員給与実態調査について

地方公務員給与実態調査は、地方公務員の給与の実態を明らかにし、併せて地

方公務員の給与に関する制度の基礎資料を得ることを目的として、地方自治法第

245条の４の規定に基づき総務大臣が行っているもので、その調査結果は、地方

公務員の給与の実態を明らかにするだけではなく、地方財政計画の策定の基礎資

料や地方交付税の給与費の算定データ等として幅広く活用されています。

○ ラスパイレス指数について

ラスパイレス指数は、地方公務員と国家公務員の給与水準を、国家公務員の職

員構成を基準として、職種ごとに学歴別、経験年数別に平均給料月額を比較し、

国家公務員の給与を１００とした場合の地方公務員の給与水準を指数で示したも

のです（算出方法については、別紙参考参照）。

ラスパイレス指数の算出に当たっては、地方公務員については地方公務員給与

実態調査（総務省）、国家公務員については国家公務員給与実態調査（人事院）

の調査結果に基づいています。

ラスパイレス指数は、給料表の改定方法、運用上の措置、給料表の構造等につ

いて、国と異なった措置を行ったような場合等に変動し、具体的には次のような

変動要因があります。

① 給料の改定率が国と異なる場合

② 昇給短縮、延伸を行った場合

③ 定昇率が国と異なる場合

④ 特別昇給制度が国と異なる場合

⑤ 昇格、昇給基準及びそれらの運用が国と異なる場合

⑥ 初任給基準の改定を行った場合

⑦ 職員構成が変動した場合
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参考〔ラスパイレス指数の算出例〕

国家公務員行政職俸給表（一）の俸給額を１００とした場合の地方公務員一般行

政職の給与水準

職員構成を学歴別、経験年数別に区分し、地方公共団体の職員構成が国の職員構

成と同一と仮定して算出するものであり、地方公共団体の仮定給料総額（地方公共

団体の学歴別、経験年数別の平均給料月額に国の職員数を乗じて得た総和）を国の

実俸給総額で除して得る加重平均

【計算例】
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